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根羽村、長野市で採取した原木しいたけと、佐久市で採取した原木くりたけを検査したと

ころ、放射性ヨウ素は検出されず、放射性セシウムは食品衛生法の暫定規制値以下であり、

安全性が確認できました。 

今後も、県民の皆様に安心していただくため、原木栽培きのこの検査を引き続き実施して

まいります。 

 

 検査結果 

放射性セシウム 
検 体 

放射性ヨウ素 

I-131 Cs-134 Cs-137 
採取場所 

採 取 

年月日 

原木しいたけ 

（露 地） 
不検出 不検出 不検出 根羽村 H23.10.18 

原木しいたけ 

（露 地） 
不検出 不検出 8.9 Bq/kg 長野市 H23.10.20 

原木くりたけ 

（露 地） 
不検出 不検出 不検出 佐久市 H23.10.18 

    定量下限値は、約 6 Bq/kg です。これより低い場合は、「不検出」とされます。 

検査日：平成 23年 10月 21 日        検査機関：長野県環境保全研究所 

  

【暫定規制値】 

   野菜類（きのこ含む）  放射性ヨウ素：2,000Bq/kg  放射性セシウム：500Bq/kg  

   

 ○これまでの農林産物等の検査結果は、以下の県ホームページで確認できます。 

  http://www.pref.nagano.lg.jp/nousei/nousei/housyanou/housyasen3.htm 

 ○原木しいたけ及び原木くりたけの生産及び食品の安全等に関するご相談は、引き続き、別紙の相談窓

口で受け付けます。 

 ○本プレスリリースに関するお問い合せは、信州の木振興課で受け付けます。 

 

 

 

県内産「原木しいたけ」及び「原木くりたけ」の放射性物質検査の結果について 

健康福祉部 食品・生活衛生課 食品衛生係 

（課長）小林 明彦  （担当）大澤 陽一  西澤 千恵美 

電話：026-235-7155（直通） 

    026-232-0111（内線 2657） 

FAX：026-232-7288 

E-mail：shokusei@pref.nagano.lg.jp 

林務部 信州の木振興課 経営普及係 

（課長）塩入 茂  （担当）山岸 貴  片桐 一弘 

電話：026-235-7267（直通） 

    026-232-0111（内線 3235） 

FAX：026-235-7364 

E-mail：ringyo@pref.nagano.lg.jp 



【別紙】 

○ 原木しいたけ及び原木くりたけの生産等に関する相談窓口 
【平日：午前８時30分～午後５時15分まで】 

相談窓口 電話番号 

林務部 信州の木振興課 ０２６－２３５－７２６７ 

佐久地方事務所 林務課 ０２６７－６３－３１５４ 

上小地方事務所 林務課 ０２６８－２５－７１３８ 

諏訪地方事務所 林務課 ０２６６－５７－２９２０ 

上伊那地方事務所 林務課 ０２６５－７６－６８２５ 

下伊那地方事務所 林務課 ０２６５－５３－０４２５ 

木曽地方事務所 林務課 ０２６４－２５－２２２５ 

松本地方事務所 林務課 ０２６３－４０－１９２８ 

北安曇地方事務所 林務課 ０２６１－２３－６５２２ 

長野地方事務所 林務課 ０２６－２３４－９５２３ 

北信地方事務所 林務課 ０２６９－２３－０２１６ 
 

○ 食品の安全等に関する相談窓口 
【平日：午前８時30分～午後５時15分まで】 

相談窓口 電話番号 

健康福祉部 食品・生活衛生課 ０２６－２３５－７１５５ 

佐久保健福祉事務所 食品・生活衛生課 ０２６７－６３－３２９７ 

上田保健福祉事務所 食品・生活衛生課 ０２６８―２５－７１５２ 

諏訪保健福祉事務所 食品・生活衛生課 ０２６６－５７－２９２９ 

伊那保健福祉事務所 食品・生活衛生課 ０２６５－７６－６８３９ 

飯田保健福祉事務所 食品・生活衛生課 ０２６５－５３－０４４６ 

木曽保健福祉事務所 食品・生活衛生課 ０２６４―２５－２２３５ 

松本保健福祉事務所 食品・生活衛生課 ０２６３－４０－１９４２ 

大町保健福祉事務所 食品・生活衛生課 ０２６１－２３－６５２８ 

長野保健福祉事務所 食品・生活衛生課 ０２６－２２５－９０６５ 

北信保健福祉事務所 食品・生活衛生課 ０２６９－６２－３１０６ 

長野市保健所 生活衛生課 ０２６－２２６－９９７０ 
 

 


